
 

負 担 金 納 入 規 程 

 

第１条 この規程は、支部が納入する負担金について定める。ここでいう負担金は、本会の事業

の遂行のために必要な経費を各支部が、応分な負担を行なう金額をいうものとする。 

第２条 負担金の額は、支部が対応する自治会の会員数（当該自治会において会費の免除を受け

ている会員があるときは、その数を除いた数）を算定基準とし、会員数に６０円を乗じた

額とする。 

  ２ 前項の自治会の会員数は、負担金を納入する年度の前年４月１日現在の数をもって確定

する。自治会の分割・併合があった場合は、当該支部と協議して決定する。 

第３条 支部が納入する負担金の額は、前条により事務局が計算決定して支部に通知する。 

  ２ 前年度からの繰越未納金は本年度の負担金に加算する。 

  ３ 支部長は、通知を受けた額に誤りがあると認めたときは、通知を受けた日から１月以内

に限り、事務局に訂正を求めることができる。この場合、謝りであることを明らかにする

ことができる書面を提出しなければならない。 

第４条 負担金の納入期限は毎年６月３０日とする。 

第５条 負担金の納入は、原則として別表２の本会口座に送金する方法に依って行なうものとし、

この場合、送金手数料は、本会が負担する。 

第６条 第４条に定める期限までに負担金を完納できない支部は、７月１日以降に行なわれる本

会の事業に参加する場合、あらかじめ常任理事会が各事業毎に決定した参加費を納入しな

ければならない。 

  ２ 前項の参加費は負担金に充当する。 

第７条 前条の参加費は、支部長が完納を約した書面を提出したときには適用しない。 

  ２ 前項による完納の日は９月３０日までとする。 

第８条 この規程に定めのない事項で、必要な事項は理事会で決定する。 

 

附 則 

１ この規定は、昭和６３年１月２０日から施行し、昭和６３年度分の負担金から適用する。 

２ 改正後の規定は、平成１３年 ５月１２３日から施行し、平成１３年度分の負担金から適用

する。 

３ 改正後の規定は、平成１６年 ５月２日から施行する。 

４ 平成２２年度及び２３年度の負担金の額はこの規程に基づき算出した額に４分の３を乗じた

額とする。ただし、その額に１０円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものと

する。（平成２２年 ５月１６日） 

５ 平成２４年度及び２５年度の負担金の額はこの規程に基づき算出した額に４分の３を乗じた

額とする。ただし、その額に１０円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものと

する。（平成２４年 ５月１２日） 

６ 平成２６年度及び２７年度の負担金の額はこの規程に基づき算出した額に４分の３を乗じた

額とする。ただし、その額に１０円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものと

する。（平成２６年 ５月 ７日） 



 

７ 平成２８年度及び２９年度の負担金の額はこの規程に基づき算出した額に４分の３を乗じた

額とする。ただし、その額に１０円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものと

する。（平成２８年 ５月２１日） 

８ 改正後の規定は、平成２９年分の負担金から適用する。（平成２９年 ５月２０日） 

９ 第２条第１項の規定にかかわらず、令和２年度の負担金の額は「自治会の会員数に３０円を

乗じた額」とする。（令和２年５月２０日） 

 

 

 

別 表 １ 

金 融 機 関 名 口 座 番 号 口 座 名 義 

 札幌信用金庫 江別支店 （普通）０１８４７６８ 江別地区 

青少年育成会  郵便預金口座 １９０８０－１１７３９７９１ 

 


